
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

社会保険料や税制は毎年改正が行われます。どのような改正や変更 

があるか見てみましょう。 

   

201９.年 4 月 国民年金保険料の引き上げ 月額 16,410 円 

１０月 消費税１０％へ引き上げ 飲料食品・新聞に軽減税率適用 

１０月 幼児教育・保育の無償化  

１０月 年金生活者支援給付金制度開始  

１０月 住宅取得者支援策 住宅ローン控除の 3 年延長 

すまい給付金の拡充 等 （条件あり） 

１０月 自動車関連税減税 2019 年 10 月 1 日以降に登録されたもの

に限る 

20２０年１月 基礎控除額・給与所得控除額・公的

年金等控除額の見直し 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【お問い合わせ】 エフコープ 組合員活動部 LPA 活動事務局 

TEL：０９２－９４７－９００３  FAX：０９２－９４７－９１９２ 
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１０月からの消費税増税は生活に大きな影響を与えます。 
家計の負担緩和や地域の消費下支えのため、２５％のプレミアムが

付く商品券の販売が全国一斉に実施されます。購入できるのは以下

の方です。 
① 住民税非課税の方  ⇒ 申請が必要です。 
② 小さな乳幼児のいる  

子育て世帯の方 ⇒ 購入引換券が届きます。 
       

 
  

 
 

 
 

LPA は組合員の「くらしの安心・安全」を守るお手伝いをしています。 

 


